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市
で
は
、
㈳
三
重
県
獣
医
師
会

の
協
力
の
も
と
、
次
の
表
の
と
お

り
狂
犬
病
予
防
の
集
合
注
射
を
実

施
し
ま
す
。

　

期
間
内
に
手
続
き
が
で
き
な
い

方
は
、
動
物
病
院
で
予
防
注
射
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
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金
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▽
登
録
済
み
で
注
射
の
み
の
場
合
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▽
新
規
登
録
と
同
時
に
注
射
を
さ

れ
る
場
合　
　
　
　

６
２
０
０
円

※
当
日
、
お
つ
り
が
い
ら
な
い
よ

う
に
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
「
狂
犬
病
予
防
注
射
」
は
、
毎

年
１
回
、
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
集
合
注
射
会

場
ま
た
は
動
物
病
院
で
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　

犬
を
飼
う
場
合
、
狂
犬
病
予
防

法
に
よ
り
、
必
ず
登
録
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

登
録
は
「
生
涯
登
録
」
で
、
１

回
の
登
録
で
済
み
ま
す
。
ま
だ
登

録
を
し
て
い
な
い
飼
い
犬
や
新
し

く
飼
い
始
め
た
生
後
91
日
以
上
の

飼
い
犬
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
本
庁
市
民
生
活
課

ま
た
は
各
支
所
住
民
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆本庁市民生活課　　問 ☎２２－９６３８
月 日 曜 時　間 実　施　場　所
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14 火

  9：00～10：00 上野南部地区市民センター
10：30～12：10 上野東部地区市民センター
13：40～14：40 上野西部地区市民センター
15：20～16：20 諏訪地区市民センター

15 水 13：30～15：30 新居地区市民センター

17 金

  9：30～10：30 三田地区市民センター
11：00～11：40 佐那具町コミュニティセンター
13：30～14：30 府中地区市民センター
15：00～16：00 小田地区市民センター

20 月

  9：30～10：40 猪田地区市民センター
11：00～12：00 依那古地区市民センター
13：40～14：10 比自岐地区市民センター
14：40～15：20 神戸地区市民センター

22 水

  9：30～10：10 古山地区市民センター
10：40～11：00 花垣地区市民センター
11：20～11：40 治田ふれあいプラザ
12：00～12：20（旧）白樫農協出張所
14：00～14：50 花之木地区市民センター
15：20～16：00 長田地区市民センター

24 金

  9：30～  9：50 蓮池公民館
10：10～10：40 友生地区市民センター
11：00～11：20 下友生第２公民館
11：40～12：10 ゆめぽりすセンター正門前
13：40～14：10 久米地区市民センター
14：30～14：50 八幡町市民館
15：20～16：20 中瀬地区市民センター

◆島ヶ原支所住民課　　問 ☎５９－２１０９
月 日 曜 時　　間 実　施　場　所

4 24 金 13：30～14：10 正月堂前
14：40～15：30 島ヶ原支所裏

◆大山田支所住民課　　問 ☎ 47 －１１６３
月 日 曜 時　間 実　施　場　所

4

20 月

  9：00～  9：10 坂下コミュニティーホール前
  9：20～  9：30 中馬野公民館
  9：40～  9：50 奥馬野公民館
10：00～10：10 広瀬公民館
10：20～10：30 川北公民館
10：50～11：05 中村公民館
11：15～11：25 鳳凰寺公民館
11：35～11：55 甲野公民館
13：00～13：30 大沢公民館
13：50～14：00 千戸公民館
14：10～14：25 炊村公民館
14：35～14：45 畑村公民館
15：00～15：20 大山田保健センター

21 火

  9：00～  9：10 上阿波公民館
  9：25～  9：35 子延公民館
  9：45～  9：55 平松公民館
10：10～10：25 富永公民館
10：40～10：55 猿野公民館
11：10～11：20 須原公民館
11：35～11：50 下阿波公民館
13：30～13：50 真泥公民館
14：00～14：10 中島公民館
14：20～14：30 富岡公民館
14：40～14：50 出後公民館
15：00～15：15 平田公民館
15：25～15：45 大山田保健センター

犬の生涯登録と
狂犬病予防注射について

　
　

予
防
接
種
を
し
ま
し
ょ
う

　
　

愛
犬
の
生
涯
登
録
を
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◆伊賀支所住民課　　問 ☎４５－９１０４
月 日 曜 時　　　間 実　施　場　所

4

22 水

  9：15～  9：30 川西公民館駐車場
  9：45～10：15 川東多目的集会所
10：30～11：00 山畑農事集会所
11：15～12：00 希望ヶ丘いきがいセンター
13：30～14：00 愛田公民館
14：15～14：45 新堂公民館
15：00～15：15 柏野公民館
15：30～15：40 御代多目的集会所

23 木

  9：15～10：00 西柘植地区市民センター
10：15～10：45 中柘植集落センター
11：00～11：15 野村集落センター
11：30～12：00 小林集議所
13：30～13：45 倉部公民館
14：00～14：45 下町区コミュニティセンター
15：00～15：10 いがまち人権センター
15：25～15：40 上村多目的集会所
15：55～16：10 小杉区高齢者等活性化センター

◆阿山支所住民課　　問 ☎４３－０３３３
月 日 曜 時　　　間 実　施　場　所

4

16 木

  9：30～10：00 槙山多目的集会施設
10：15～10：30 内保集落センター

10：45～11：30
玉滝地区市民センター 

（玉滝・内保高齢者活動センター）

13：00～13：10 湯舟コミュニティセンター
13：20～13：40 西湯舟生活改善センター
13：50～14：00 東湯舟農業センター
14：10～14：30 いきいきセンター
14：40～14：55 中友田多目的活動施設
15：05～15：30 下友田多目的集会所

17 金

  9：30～  9：45 波敷野消防倉庫
10：00～10：15 音羽生活改善センター

10：30～11：00
丸柱地区市民センター 

（丸柱山村活性化支援センター）
11：15～11：35 石川集落センター
13：00～13：40 阿山支所西側
13：55～14：10 川合公民館
14：25～14：45 阿山ハイツ公民館
14：55～15：25 円徳院コミュニティセンター

◆青山支所住民課　　問 ☎５２－３２２７
月 日 曜 時　　　間 実　施　場　所

4

15 水

  9：30～  9：40 古田集議所
10：00～10：20 霧生農民研修センター
10：30～10：40 腰山コミュニティーセンター
11：00～11：50 桐ケ丘地区市民センター
13：30～13：50 上高尾生活改善センター
13：55～14：10 原池集議所
14：25～14：40 種生生活改善センター
15：00～15：40 青山支所

16 木

  9：30～  9：50 上津コミュニティーセンター
10：00～10：15 妙楽地生活改善センター
10：25～10：50 北山公民館
11：00～11：10 川上地区集会所
11：20～11：35 別府集議所
11：45～11：55 青山羽根生活改善センター
13：20～13：40 青山文化センター
14：00～14：50 桐ケ丘地区市民センター
15：00～15：40 青山支所

動物を飼っている皆さんへ

　ペットはかわいいものです。誰もが一度は飼いたい
と考えたことがあると思います。まず飼う前に本当に
飼えるかをよく考えましょう。
①家族の方全員が同意していること
　当然のことながら、家族の方全員が理解を示してい
る必要があります。
②飼い方などを飼う前に十分勉強すること
　動物を飼うことは、経済的負担、時間的制約を受け
ます。また、後で後悔しないためにも、動物毎の特性、
飼い方などを事前に調べておきましょう。
　終生飼育：動物はそれぞれに寿命があります。一度
飼ったら、最期を迎えるまで責任をもって飼う必要が
あります。今後も飼い続ける状況でいられるかどうか
も考慮に入れる必要があります。
　周囲の人に迷惑をかけないようにすること：糞・臭い・鳴き声などの苦情相談が多く見受けられます。犬など
を散歩するときは糞を持ち帰るようにしましょう。
　野外で飼育する場合は、周囲の方に不快感をあたえないよう糞などの処理はこまめに行うようにしましょう。
　猫は、野外で活動している場合、糞などによりほかの方に迷惑をかける場合があります。
　屋内のみで飼う方法もあります。また、犬のムダ吠えは、子犬の頃からのしつけと犬にストレスをかけない飼
い方（散歩などを行う）などで予防することができます。犬は散歩の時も必ず引き綱をつけてください。放し飼
いは法律（条例）で禁止されています。
③増えすぎないようにすること
　知らないうちに数が増えてしまい、飼いきれなくなることを防ぐため、不妊手術をすることをお勧めします。
また、市では不妊手術などに要する経費の一部（犬は 4,000 円、猫は 3,000 円）を助成しています。
　助成金の申請は、本庁市民生活課または各支所住民課までお問い合わせください。

ペットは家族の一員です

愛情をもって、最後まで面倒を見るようにしましょう


